
別 添 １  

 

労 働 安 全 衛 生 法 第 6 0条 の ２ 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ く

教 育 の 適 切 か つ 有 効 な 実 施 を 図 る た め の 指 針 に 関

す る 公 示  

安 全 衛 生 教 育 指 針 公 示 第 ６ 号  

労 働 安 全 衛 生 法 （ 昭 和 4 7年 法 律 第 5 7号 ） 第 6 0条

の ２ 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 危 険 又 は 有 害 な 業 務

に 現 に 就 い て い る 者 に 対 す る 安 全 衛 生 教 育 に 関 す

る 指 針 の 一 部 を 改 正 す る 件 を 次 の と お り 公 表 す る

。  

令 和 ３ 年 ３ 月 1 7日  

       厚 生 労 働 大 臣  田 村  憲 久   

１  名 称  危 険 又 は 有 害 な 業 務 に 現 に 就 い て い る

者 に 対 す る 安 全 衛 生 教 育 に 関 す る 指 針 の 一 部

を 改 正 す る 件  

２  趣 旨  労 働 安 全 衛 生 法 第 6 0条 の ２ 第 ２ 項 の 規

定 に 基 づ き 、 安 全 衛 生 教 育 指 針 公 示 第 １ 号 （ 平

成 元 年 ５ 月 2 2日 ） と し て 公 表 し た 危 険 又 は 有 害

な 業 務 に 現 に 就 い て い る 者 に 対 す る 安 全 衛 生

教 育 に 関 す る 指 針 の 別 表 の 1 4 に 掲 げ る 教 育 に

つ い て 、 科 目 の 範 囲 を 追 加 し 、 時 間 を 拡 充 等 す

る も の で あ る 。  

３  適 用 日  令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日  

４  内 容 の 閲 覧  内 容 は 、 厚 生 労 働 省 ホ ー ム ペ ー

ジ （ h t t p s : / / w w w . m h l w . g o . j p / i n d e x . h t m l ） に

お い て 閲 覧 に 供 す る 。 ま た 、 厚 生 労 働 省 労 働 基

準 局 安 全 衛 生 部 安 全 課 及 び 都 道 府 県 労 働 局 労

働 基 準 部 安 全 主 務 課 に お い て 閲 覧 に 供 す る 。  

 


